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 今年の株主総会シーズンも一段落ついた。今回は株式会社における株主提案権について解説を行い

たい。 

取締役会を設置している株式会社の株主総会では、法定事項と定款記載事項についてのみ決議がで

きることとされている(会社法(以下、法)295 条 2 項)。法律上、法令・定款と限定されているが、定

款に記載できる事項には違法等でない限り原則として制限がなく、消費者運動や労働運動の目的達成

のための提案や、個人株主による経営事項として取締役等に委任されているものにかかる提案も多く

なされてきた。定款変更に必ずしも限定されないが、アクティビストと呼ばれる活発に株主提案活動

を行う株主からの会社再編に係る提案や社外取締役の選任提案も多い。 

ところで株主は単独で株主総会の目的である事項(その株主が議決権を行使できる事項に限る)につ

いて議案を提出することができる(法 304条柱書)。たとえば取締役選任の件が株主総会の目的となっ

ている場合において、株主が議場において「自分を取締役に選任する」という議案を提出することが

できる。 

 しかし、たとえば上場企業で、個人株主がこのような議案を株主総会でいきなり提出したところで、

可決される見込みはない。そこでいわゆる株主提案権の制度を使って可決を目指すこととなる。 

株主提案権の制度としては(1)議題提案権（法 303条）と（2）議案提案権及び議案通知請求（法 304

条、305条）がある。ここで議題と議案の相違であるが、以下のようなものである（図表 1）。 

 

【図表 1】議題と議案の相違 

 
  

まず株主提案を行おうとする株主(以下、提案株主)は、議題提案を会社に対して行う必要がある。

ただし、会社がその提案に係る議題をすでに株主総会に付議する予定である場合には不要である。議

議題 議案

役員選任 取締役1名選任の件 〇〇氏を取締役として選任する

定款変更 定款一部変更の件 定款△条を×××に変更する
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題提案権を行使できるのは、全部または一部の株式につき譲渡制限のない会社（公開会社)である場合

には、総株主の議決権の 100分の 1以上または 300個以上の議決権を 6か月以上有する株主(それぞれ

の要件を定款で引き下げることは可能)である。そのような株主は株主総会の 8週間前までに、自己の

提案する議題を会社に対して総会の目的とするよう請求することができる(法 303条 2項)。 

次に、提案株主は取締役に対して、議案の要領を招集にあたって株主に通知するよう請求すること

ができる(法305条1項)。この請求ができる株主は上記の議題提案権を行使できる要件と同じである。 

ただし、いくつかの制限がある。①当該提案が法令・定款に違反する場合、および②過去に 10分の

1以上の賛成が得られなかった実質的に同一の提案があったときから、3年を経過していない場合には、

取締役は請求を拒否することができる（法 305条 6項）。また、③議案の数が 10を超える場合には、

10 を超える部分については通知を行わなくてもよい（同条 4 項）。この③については個人株主が数十

もの議案の株主提案を行った過去の事例を踏まえ、2019年改正で導入された規律である。2019年改正

の国会審議の際には、議案数の制限規定と、会社が不適切な株主提案を排除できるようにする規定と

が国会に議案として提出されていた。しかし、不適切な提案を排除できるようにする規定の部分は、

会社側の恣意的な運用が懸念されるなどの理由から衆議院の修正議決により削除され、議案数の制限

だけが入ったという経緯がある。 

 

【図表 2】株主提案権の流れ 

 

 

ここで 10個を上限とする議案の数え方が技術的であるが興味深いので触れることとする。まず、取

締役等の役員の選解任議案は、一名選任、一名解任ごとに一議案ずつと考えるのが会社法の原則的な

数え方である。このことにより A 氏と B 氏を取締役に選任する議案があったとして、A 氏の選任には

賛成だが、B氏の選任に反対であった場合に A氏だけに賛成できることができる。 

しかし、法 305条においては例外的に、人数・役職（取締役・監査役など）にかかわらず、まとめ

て選任 1件、退任 1件、解任 1件と数える（同条 4項）。したがって取締役と監査役あわせて 6名解任、

同じく取締役・監査役あわせて 6名選任であれば解任と選任の 2議案となる。会社法の原則的な数え

総株主の100分の1以上議決権または

300個以上の議決権(6か月以上保有)

【株主】 【会社】

8週間前 ・議題提案権 ・法令定款違反の有無

まで ・議案通知請求 ・過去3年10％未満の否決有無

　（議案提案権）

一株主当り10議案を上限選定

2週間前

まで

総会当日 株主総会での議決

招集通知発送
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方に従えば、このケースでのべ 12名の選解任だけで 12件の議案となってしまい、議案提案数の上限

を超える。このことを踏まえて、取締役等の選任議案に係る議案提案権に関してだけは例外的な数え

方をすることとしたものである。 

そして、さらに複雑なのは定款変更案の取扱いである。原則は「賛否が分かれたときに矛盾する結

果となる」議案は一議案と考える。例として挙げられるのが、「監査役を設置する」規定の廃止と、「監

査等委員会を設置する」規定の導入が挙げられている1。これら提案の趣旨であるが、前者は監査役設

置会社型機関設計の廃止であり、後者は監査等委員会設置会社型機関設計の導入である。 

前者が否決され、後者が承認されると、監査役設置会社機関設計を維持したままで、監査等委員会

設置会社となることを意味するが、これは法律上できないからである（法 327条 4項）（図表 3）。 

 

【図表 3】定款変更議案で一議案となる例 

 

 

報道とかで見る個人株主による提案は考えるべき内容のものとそうでないものがある。上限が１０

という数字に確かな根拠があるとは思えないが、妥当な線ではないかと考える。 

 
1 江頭憲治郎「会社法(第 8 版)」(2021 年有斐閣)ｐ346 の注 10 参照 

取締役 監査役 取締役

監査等委員兼務取締役

否決 承認

監査役規定廃止議案 監査等委員会設置議案

同一会社ではどちらかの機関設計にしなければならない

×
監査役設置会社 監査等委員会設置会社


